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ＣＩＭと国土交通省における戦略・計画の関係
情報化施工推進戦略（Ｈ２５～Ｈ２９）

情報化施工推進戦略とは、情報化施工について、建設施工におけるイノベーションを実現する手段の一つであるとの認識の下、その普及
を通じて建設事業の諸課題を解決し、良質な社会資本の整備と適確な維持管理・更新を実現することを目的に、その目指す姿と普及に向
けての対応方針、スケジュール及び具体的な目標などについて検討を行い、とりまとめたもの。

①情報化施工に関連するデータの利活用に関する重点目標

②新たに普及を推進する技術・工種の拡大に関する重点目標

③情報化施工の普及の拡大に関する重点目標

④地方公共団体への展開に関する重点目標

⑤情報化施工に関する教育・教習の充実に関する重点目標

・CIM導入の検討と連携し、３次元モデルからの３次元データの作成や
施工中に取得出来る情報の維持管理等での活用

５つの重点目標 １０の取り組み
①情報化施工による施工管理要領、監督・検査要領の整備

②情報化施工の定量的な評価の実施

③技術基準類（設計・施工）の整備

④CIMと連携したデータ共有手法の作成
⑤新たな技術や既存の技術を導入し普及する仕組み作り

⑥一般化及び実用化の推進

⑦ユーザが容易に調達できる環境の整備

⑧情報発信の強化

⑨情報化施工の導入現場の公開や支援の充実

⑩研修の継続と内容の充実

第３期国土交通省技術基本計画（Ｈ２４～Ｈ２８）

国土交通省技術基本計画は、政府の科学技術基本計画や日本再生戦略、社会資本整備重点計画等の関連計画を踏まえ、国土
交通行政における事業・施策のより一層の効果・効率の向上を実現し、国土交通技術が国内外において広く社会に貢献することを目
的として、技術政策の基本方針を示し、技術研究開発の推進と技術の効果的な活用、技術政策を支える人材育成等の重要な取組を
定めるもの。

２－２ 重点プロジェクトの推進

・特に優先度の高い政策課題の解決に向けて、強力に推進していく分野横断的な一連の取組を総合
的に推進。

・具体の取組については、今後、各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰを設置し、関係者の協力の下で推進。

「７つの重点プロジェクト」
Ⅰ．災害に強いレジリエントな国土づくり Ⅱ．社会資本維持管理・更新

Ⅲ．安全・安心かつ効率的な交通の実現 Ⅳ．海洋フロンティア Ⅴ．グリーンイノベーション

Ⅵ．国土・地球観測基盤情報 Ⅶ．建設生産システム改善

【第２章】 技術研究開発の推進及び新技術と既存技術の効果的な活用 建設生産システム改善プロジェクト
公共事業の計画から調査・設計、施工、維持管理そして更新に至る一

連の過程において、ＩＣＴを駆使して、設計・施工・協議・維持管理等
に係る各情報の一元化及び業務改善による一層の効果・効率向上を図り、
公共事業の品質確保や環境性能の向上、トータルコストの縮減を目指す。
とりわけ、建築分野において導入の進むＢＩＭ（Building Information 
Modeling)の要素を建設分野に取り入れた

ＣＩＭ(Construction Information Modeling)の概念を通じ、建
設生産システムのブレイクスルーを目指す。施工段階においては、ＩＣ
Ｔやロボット技術等を活用した情報化施工・無人化施工等の更なる高度
化に向け、産学官が連携して技術研究開発を進め、安全性・作業効率・
品質の向上を目指す。

Ｈ24.12策定

Ｈ25.3策定



ＣＩＭの検討における課題（ＢＩＭとの相違）

留意点 検討・課題

土木分野では、現地の地形・地質に依存また
は左右される要素が建築分野に比べて格段に
大きく、地形・地質の詳細で精緻な情報が最も
重要であること。

地形については、現状で国土地理院から提供
されている基盤地図情報（数値標高モデル）の
活用や「地理空間情報活用推進基本計画（平
成20年閣議決定）」に基づく検討に期待。

土木分野では、建築分野に比べて設計の自
由度は小さく、施工においては、いわゆる設備
関係も限定的であること。また、維持管理にお
いては、各構造物に特有な管理項目があり、さ
らに地域や周辺環境との関係が建築に比べて
より密接であること。

まさに、CIMの主要部分であり、必要な属性
情報をどう選択し、どの程度の情報を付加すべ
きかなど、CIM構築にかかるコストとその効果に
ついては、今後の検討の柱となる。

現行の公共土木の契約形態は、設計と施工
を分離して発注することが基本であることから、
事業の上流（設計）段階での施工上のリスク管
理の実施（フロントローディング）は限定的なも
のにならざるを得ないこと。

各段階での役割・責任にかかわる現行の建
設生産システムの制度としての課題であり、各
関係方面での議論が必要。

参照：月刊建設13-02 「CIMの導入に向けて（国土交通省 大臣官房 技術調査課 工事監視官 石川雄一氏）」



地理空間情報の利活用について
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津波浸水想定区域～道路管理施設等

北海道より公表された太平洋側の津波浸水想定区域図と各種道路管理施設を
重ね合わせることにより、大津波警報発発令時の通行止め区間等の検討に活用。
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Ｒ３８ 白糠町周辺
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ハザードマップ（浸水想定区域、豊平川）

浸水想定区域、豊平川浸水想定区域
（幌平橋付近から下流方向）

十勝岳（赤：火砕流、黄：泥流）

釧路市津波浸水想定＋人口４次メッシュ
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■各部門における横断的な取り組み
北海道開発局 地理空間情報活用推進チームの活用
・河川、道路、港湾、空港、農業、水産、営繕、機械、電気、総務、用地、管理の 部門において、
各種地理空間情報を共有し、ＣＩＭ（情報化施工）の活用を推進する。

■平成25年度 CIMに関する北海道開発局の取り組み➀

※北海道開発局に、「地理空間情報活用推進チーム」を設置する。（平成25年6月7日設置）
チームの構成（本局チーム）は、本局技術管理課長が総括し、関係課の企画官クラスが構成員。
また、各開発建設部においても体制を整備し、本局・開建が相互に連携を図りながら施策の推進にあたる。

（６月７日 ＴＶ会議（北海道開発局））（６月７日 ＴＶ会議（北海道開発局）） （６月７日 ＴＶ会議（本省 北海道局））（６月７日 ＴＶ会議（本省 北海道局））



■情報発信
講演会
【『地図でつなぐ・伝える』地理空間情報の活用】
においてＧＩＳとＣＩＭに関する情報を発信。
･日 時 平成２５年６月１２日（水）

１５：００～１７：００
･場 所 北海道大学学術交流会館
･参加者 １７２人
※国土地理院と共催（講演者 岡本国土地理
院長、高松北海道局長等）

■平成25年度 CIMに関する北海道開発局の取り組み➁


